
婦人科健診に関するお知らせ
受診費用に関する注意事項

各検査について

受診方法

お問い合わせ先

(1)乳がん検診と子宮頸がん検診は、いずれも年度内1回のみ健保補助が可能です。
(2)乳がん検診は、マンモグラフィか乳房超音波(エコー)のどちらか一方となります。
(3)オプション検査を任意で追加した場合、追加部分は自己負担となります。

◇マンモグラフィ検査
前回の受診から6か月以上の間隔をあけてください。
以下に該当する方は受診できません。
妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、授乳中の方、断乳後6か月未満の方、豊胸手術を受けた方

◇乳房超音波(エコー)検査
特に制限なく受診できます。

◇子宮頸がん検診
以下に該当する方は受診できません。
生理中の方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方（生理終了直後の方は健診当日受付にお申し出ください）

富士通健保組合の制度を利用した「乳がん・子宮頸がん検診」の受診方法
3つのパターンからいずれか1つを選んで受診できます（毎年度内1回まで）

①会社や健保からの案内で受診する

会社の定期健診とセットで申し込みできます。
会社（総務人事・健康管理部門）からのご案内をお待ちください。

②自分で契約健診機関に申し込み受診する

③自分で契約健診機関以外に申し込み受診する

受診したい健診機関を「契約健診機関一覧（下記URL）」から選び、直接健診機関へお電話でお申込みください。

https://kenpo.jp.fujitsu.com/content/files/health_promotion/employee/gynecology/round/2026_hp_fujinka.pdf

ご都合に合わせて、かかりつけ医等の医療機関へお申込みください。
費用は一旦全額自費でお支払い後、下記まで補助金を申請ください。

就業時間中、受診のため離席する場合は、必ず所属長の承認を受けてください◆◆◆ ◆◆◆

婦人科健診コンタクトセンター
電 話 06-6809-2733 [直通]
メール blp-fujinkakenshin@dl.jp.fujitsu.com

※富士通健保組合の健診業務は、富士通(株)100%出資のグループ会社である(株)ベストライフ・プロモーションに委託しています。

送付先 ： 〒211-0041 川崎市中原区下小田中2-12-5 富士通中原ビル 5階
株式会社ベストライフ・プロモーション 個人向け補助金請求担当 宛て

24時間受付

受付時間 平日9:00～17:30 祝日除く

WEB ： https://healthup.kenpo.jp.fujitsu.com/PHR/Personal/70/P70S0S01.aspx

電 話 ： 06-6809-2733 [直通]

メール ： blp-fujinkakenshin@dl.jp.fujitsu.com

富士通健保からの案内（検診車）でも受診できます。

検診結果

受診日から3週間前後でご自宅へ郵送します。
検査結果は受診者と健康保険組合にのみ通知されますのでご承知おきください。

※一部の会社のみ対応となります。順次拡大予定です。

必要書類 ： 健診費用補助金請求書（被保険者婦人科健診）、領収書（原本）、結果報告（コピー可）

（受付時間：平日9：00～17：30 祝日除く）
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